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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（導流堤） 

発生日時 平成２３年８月１６日（火） ０２時１５分ごろ 

発生場所 福井県美浜
みはま

町早瀬漁港 

 美浜町所在の早瀬港防波堤灯台から真方位２５５°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３７.０′ 東経１３６°５４.５′） 

事故調査の経過  平成２３年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ホープ、５トン未満 

 ２４０－１５４３８福井、個人所有 

 ５.９５ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５１.５０kＷ、昭和５８年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年８月２１日 

  免許証交付日 平成２０年８月２１日 

         （平成２５年８月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部に約３０cmの凹損 

右岸導流堤 西端部に損傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、白色全周灯及び両

色灯を表示し、ＧＰＳプロッターを作動させ、美浜町久々子
く ぐ し

湖の係留地に

向けて帰航中、船長が、手動操舵を行い、ＧＰＳプロッターに表示させて

いた航跡を見ながら南進し、早瀬港防波堤灯台南方沖を通過する際、サー

チライトを点灯した。 

 船長は、右舷船首方に見える‘早瀬漁港と久々子湖を結ぶ水路’（以下

「早瀬水路」という。）の南東側に架かる河口橋の中央付近に設置された早

瀬水路を一方通行にするための信号が赤を表示していたので、減速して同

橋の南東方で本船を停止させた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターには、河口橋の南東方に築造された右岸及び

左岸の導流堤が表示されていたが、前方の信号に注意を向けており、同プ

ロッターを見ていなかった。 

 船長は、信号が青に変わったので、本船を発進させたところ、平成２３

年８月１６日０２時１５分ごろ、船体に衝撃を感じ、右岸導流堤西端部に

衝突したことを知った。 

 船長及び同乗者は、右岸導流堤に上がり、本船を同導流堤に係留した。 
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 早瀬漁港で釣りを行っていた人が１１８番通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波 なし 

月齢等：月齢 １５.８、月出時刻 ８月１５日１９時０９分、月没時刻

８月１６日０７時１９分 

 その他の事項  河口橋にある信号は、高さ約５ｍの位置に設置されており、青１分、赤

２分３０秒で切り替わるようになっていた。 

 右岸導流堤の長さは約８４ｍ、左岸導流堤の長さは約７３ｍであり、両

導流堤の先端には簡易標識灯が設置されており、右岸導流堤の標識灯は、

単閃赤光毎４秒に１閃光、灯高約２.４ｍ、光達距離５.５km であり、左岸

導流堤の標識灯は、単閃緑光毎４秒に１閃光、灯高約２.４ｍ、光達距離

５.５kmであった。 

 船長及び同乗者は、いつもは０２時ぐらいまで釣りを行い、その後、キ

ャビンで休息をとり、明るくなってから帰航していたが、同乗者の１人が

本事故当日の朝から仕事を行うということなので、帰航することにした。 

 船長は、月２～３回程度、若狭湾西部付近で釣りを行っていたが、夜間

の航海の経験は今回で３回目であった。 

 船長は、知り合いの釣り船の船長にお願いし、ＧＰＳプロッターに若狭

湾西部付近の釣り場及び同釣り場と本船の係留地までのポイントを入力し

てもらっていた。 

 船長は、両導流堤先端に設置されている簡易標識灯の存在は知っていた

が、船首に標識灯を認めていなかった。 

 同乗者２人は、本事故当時、船尾甲板に座っており、右岸導流堤には気

付かなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、久々子湖の係留地へ帰航中、河口橋の

南東方付近で早瀬水路への入航信号が表示される

のを待っていた際、船長が、信号に注意を向け、

ＧＰＳプロッターを見るなどにより船位を確認し

ていなかったことから、入航信号となったので本

船を発進させたところ、右岸導流堤に向けて航行

し、同導流堤に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、久々子湖の係留地へ帰航中、河口橋の南東方

付近で早瀬水路への入航信号が表示されるのを待っていた際、船長が、信

号に注意を向け、ＧＰＳプロッターを見るなどにより船位を確認していな

かったため、入航信号となったので本船を発進させたところ、右岸導流堤

に向けて航行し、同導流堤に衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船首方の見張りを適切に行い、不慣れな夜間の航海を行うに当たって

は、ＧＰＳプロッターを活用すること。 

 




